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「八尾市における河内木綿や生態系保護による里山保全に関する映像制作業務」 

委託業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名称 

「八尾市における河内木綿や生態系保護による里山保全に関する映像制作業務」（以下

「本業務」という。） 

 

２ 業務の目的 

本市では、市域の環境をより良いものとするために「地域循環共生圏（ローカル SDGｓ）」

の構築により、高安地域に生息する絶滅危惧種であるニッポンバラタナゴをはじめとし

た生態系を守り、里山（山地生態系）の保全に取り組んでいる。そのひとつとして、かつ

て地場産業として栄えた河内木綿の普及促進に取り組み、関連市民団体等が貯蔵してい

た河内木綿の綿を集め、河内木綿文様を施した反物を作成した。 

その反物の活用や動画を通じた情報発信により、国内外に八尾の里山や河内木綿の魅

力を伝えるとともに、世界が注目する大阪・関西万博を契機に、さらなる需要の拡大を狙

い、生態系保護による自然環境保全に関する意識高揚を図り、持続可能な里山保全につな

げることを目的とする。 

 

３ 提案に係る業務内容等 

（１） 業務内容 

別添「八尾市における河内木綿や生態系保護による里山保全に関する映像制作

業務」委託仕様書のとおり。 

（２） 業務委託期間 

契約締結日から令和７年２月 28日までとする。 

（３） 委託料上限額 

金 1,287,000円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 

４ 提案参加資格 

下記の（１）から（７）までのすべての項目を満たしている者。 

（１） 法人格を有する者であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しな

い者であること。 

（３） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）及び民事再生法（平成 11年法律第 225

号）に基づく申立てがなされていない者であること。 

（４） 公告日から審査日までの間に、本市からの入札参加停止措置を受けていない

者であること。 
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（５） 八尾市財務規則（昭和 39年八尾市規則第 33号）第 98条の規定に該当する次

の者であること。 

ア 法人税又は所得税を滞納していないこと。 

イ 市町村民税及び固定資産税を滞納していないこと。 

（６） 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（７） 八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置を受けていない

こと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

 

５ スケジュール 

№ 内 容 期限等 

１ 実施要領、仕様書等公表 令和６年６月 14日 

２ 実施要領、仕様書等に関する質問受付 令和６年６月 14日～６月 21日 

３ 実施要領、仕様書等に関する質問への回答 令和６年６月 24日 

４ プロポーザル参加申請書等の提出 令和６年６月 14日～６月 27日 

５ 参加資格審査の結果通知 令和６年６月 28日 

６ 企画提案書等の提出 令和６年６月 14日～７月３日 

７ 
プレゼンテーション実施要請通知 

（書類審査の結果通知） 
令和６年７月 10日 

８ 
受託候補者選定委員会開催 

（プレゼンテーション審査） 
令和６年７月 12日 

９ 公募型プロポーザル受託者選定結果を通知 令和６年７月 16日 

10 契約の締結 令和６年７月下旬 

 

６ プロポーザル参加にあたっての注意事項 

（１） 失格または無効 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失効または無効となります。 

ア 応募資格を満たしていないと認められた場合。 

イ 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。 

ウ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合。 

エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

オ その他あらかじめ指示した事項に違反した場合。 

（２） 複数提案の禁止 

複数の企画提案書の提出はできません。 

（３） 返却 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。なお、提出書類は本件に係る受
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託候補者選定の審査目的のみに使用し、他の目的には使用しません。ただし、提出

書類は八尾市情報公開条例（平成７年３月 20日条例第９号） に基づき、原則情報

公開の対象となります。 

（４） 費用負担 

企画提案書の作成、提出等、本プロポーザル参加に要する経費等は、すべて提案

者の負担とします。 

（５） その他 

提案者はプロポーザル参加申請書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同

意したものとみなします。 

 

７ プロポーザル参加申請書等の提出 

本業務に応募される事業者は、下記のとおり、受付期間中に、提出必要書類を提出先ま

で持参又は郵送で提出してください。なお、郵送の場合は、到着確認ができる形式で提出

してください。 

参加資格審査は、提出必要書類を受領した後、令和６年６月 28日（金）に電子メール

にて結果を通知します。 

（１） 受付期間 

令和６年６月 14 日（金）から令和６年６月 27 日（木）午後３時まで（必着）

とします。 

（２） 提出時間 

午前９時から午後５時（６月 27日は午前９時から午後３時）までとします。た

だし、受付は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178

号）に規定する休日及び正午から午後１時を除きます。 

（３） 提出必要書類 

① 参加申請書（様式１） 

② 事業者概要（様式２） 

③ 法人税・消費税及び地方消費税についての直近の納税証明書 

④ 法人市民税（終了した事業年度の直近１年分）※事業年度の変更により１

事業年度が１年に満たない場合は、期間が合計１年以上となるように複

数年度分提出すること。 

⑤ 法人登記簿謄本（発行後３ヵ月以内のもの） 

⑥ 印鑑証明書（発行後３ヵ月以内のもの） 

⑦ 誓約書（様式 10） 

※ ただし、令和６年度八尾市競争入札参加資格者登録をされている場合は、

上記③～⑦の提出書類を省略できます。 

（４） 提出先 
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〒581-0026 

大阪府八尾市曙町二丁目 11 番 八尾市リサイクルセンター学習プラザめぐる

２階 

八尾市環境部環境保全課 

 

８ 参加申請書提出後の辞退について 

参加申請書提出後、辞退する場合は、「参加辞退届」（様式９）を記入し、上記同様、持

参か郵送で提出してください。 

なお、参加辞退届提出後は、いかなる理由があっても、本プロポーザルへの再参加は認

めません。 

 

９ 企画提案書等の配布及び提出について 

企画提案書は、下記のとおり、提出期限までに、提出必要書類を提出先まで持参又は郵

送で提出してください。 

なお、提出必要書類である様式３～７については、原本１部、写し６部の計７部を提出

することとし、写し分には事業者を特定できないように、事業所名等を記載しないでくだ

さい。 

また、郵送の場合は、到着確認ができる形式で提出してください。 

（１） 受付期間 

令和６年６月 14日（金）午前９時から令和６年７月３日（水）午後５時まで（必

着）とします。 

（２） 提出時間 

午前９時から午後５時までとします。ただし、受付は日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日及び正午から午後１

時を除きます。 

（３） 提出必要書類 

① 企画提案書（様式３） 

② 類似業務実績（様式４） 

③ 業務執行体制・スケジュール（様式５－１、５－２） 

④ 提案内容（様式６－１、６－２） 

⑤ 経費見積価格（様式７） 

（４） 提出先 

〒581-0026 

大阪府八尾市曙町二丁目 11 番 八尾市リサイクルセンター学習プラザめぐる

２階 

八尾市環境部環境保全課 
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１０ 提案様式の記載上の留意事項 

（１） ３（３）「委託料上限額」に示す金額の範囲内で実施できるものとします。 

（２） 提案書類は、A4縦左綴じの印刷物で、片面換算で 30頁以内（表紙、目次用語

集、提案概要、別紙、参考資料等含む）とする。ただし、必要に応じて、A4横、

A3縦・横でも差し支えないが、A3版がある場合は、該当頁を２頁分として取

り扱います。 

（３） 提出書類の記載にあたっては、簡潔明瞭に記載するとともに、必要に応じて図

表を活用するなど、専門知識を有しない者でも理解できるように分かりやす

い表現、内容とすること。 

また、様式２～７については、任意様式を可としますが、記入項目の変更は不

可とします。 

（４） 提出必要書類提出後の修正、差し替え及び再提出は認めません。 

（５） 提出書類に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

（６） 本業務に係る事前説明会は開催しません。 

 

１１ 実施要領、仕様書等に関する質問 

（１） 受付期間 

令和６年６月 14 日（金）午前９時から令和６年６月 21 日（金）午後５時まで

とします。 

（２） 質問方法 

質問は質問書（様式８）を使用し、以下のメールアドレスに電子メールを送信し

てください。 

※ 件名は、「八尾市における河内木綿や生態系保護による里山保全に関する映

像制作業務」とし、本文の頭書には「会社名、担当者名、電話番号」を明

記してください。 

※ 電子メール送信後、到着確認の電話連絡を必ず行ってください。 

※ E-mail: hozen@city.yao.lg.jp 

（３） 回答 

本市ホームページ上に掲載します。 

 

１２ 選定方法 

プレゼンテーション参加者から、受託候補者を選定します。 

なお、企画提案書等の提出者が４者以上ある場合は、様式４～６による「提案点」の

事前書類審査を実施した上で、評価点数の高い上位３者をプレゼンテーション審査の

対象とし、当該３者に対してプレゼンテーション実施要請通知（書類審査の結果通知）
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を行います。 

（１） 日程 

令和６年７月 12日（金）午後に実施します。 

なお、プレゼンテーションの開始時刻は、参加申請者毎に異なりますので、詳細

は、別途参加申請者毎に電子メールで通知します。 

（２） プレゼンテーション場所 

〒581-0003 

大阪府八尾市本町一丁目１番１号 八尾市役所本館 

６階 ６０２号室 

（３） 提案説明内容等 

ア 提案様式に基づく提案内容の説明を行うものとします。なお、プレゼンテ

ーション実施にあたり、スクリーン及びプロジェクター「RICOH PJ WX4241」

については準備しますが、その他必要な機材（パソコン等）については、

持参してください。 

イ 提案説明は、1者あたり 35分以内とし、内訳として説明 25分以内、質疑

応答 10 分程度とします。なお、説明にあたり、様式４に記載する類似業

務実績が確認できるよう、これまでに作成した動画の一部を視聴できる

ようにしてください。 

ウ 参加者は 2名までとします。 

 

１３ 審査項目及び評価内容 

別紙「八尾市における河内木綿や生態系保護による里山保全に関する映像制作業務」受

託候補者選定基準のとおりとします。 

 

１４ 審査結果 

審査結果は、令和６年７月 16日（火）に本市ホームページにおいて公表するとともに

プレゼンテーション参加者全員にメールで通知します。 

なお、審査内容及び審査結果についての異議は認めません。 

 

１５ 契約の締結 

受託候補者と本市が協議し、委託業務に係る仕様を確認したうえで、契約を締結します。

仕様書の内容は、提案された内容が基本となりますが、受託候補者と本市との協議により

最終的に決定します。 

 

１６ 契約保証金 

契約保証金は契約金額の 5/100以上とします（ただし、利子は付しません）。 
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なお、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができます。 

（１） 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証

書を提出したとき。 

（２） 過去 2 年間に国または、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を 1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したとき。 

 

１７ 問い合わせ先 

〒581-0026 

八尾市曙町 2丁目 11番地 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる 2階 

八尾市 環境部 環境保全課 環境政策係 パートナーシップ担当 

担当者：山本・岡﨑 

℡：072-924-9359 

E-mail: hozen@city.yao.lg.jp 


